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　産業教育手当の支給に関する規則及び定時制通信教育手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布しま

す。

　　令和４年11月24日

	 長野県教育委員会

長野県教育委員会規則第６号

　　　産業教育手当の支給に関する規則及び定時制通信教育手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

　次に掲げる規則の規定の見出し中「再任用短時間勤務学校職員」を「定年前再任用短時間勤務学校職員」に改め、当該規定中「第

11条の３第２項」を「第２条第３項」に、「再任用短時間勤務学校職員」を「定年前再任用短時間勤務学校職員」に改める。

　⑴　産業教育手当の支給に関する規則（昭和33年長野県教育委員会規則第３号）第３条

　⑵　定時制通信教育手当の支給に関する規則（昭和36年長野県教育委員会規則第１号）第３条

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２	　一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年長野県条例第37号）附則第16項に規定する暫定再任用

短時間勤務学校職員は、同項に規定する定年前再任用短時間勤務学校職員とみなして、この規則による改正後の産業教育手当の支

給に関する規則第３条の規定及びこの規則による改正後の定時制通信教育手当の支給に関する規則第３条の規定を適用する。

高校教育課


